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栃木県特定最低賃金を改定 

～ 令和元年 12 月 31 日から発効 ～ 

 
 １ 本日（令和元年 11 月 29 日）、栃木労働局長（ 浅野 浩美 ）は、６の産業に 
  設定されている栃木県特定最低賃金を別添１「栃木県特定最低賃金の改定額一覧」 

のとおり時間額で 20 円から 21 円引き上げて、令和元年 12 月 31 日から発効する 
ことを決定した。 

 
  ２ 栃木労働局では、令和元年 12 月 31 日から改定発効される栃木県特定最低賃金 

について、栃木県内で事業を営む関係事業者及びその関係事業者に使用される労 
働者の皆様に知っていただくことはもとより、多くの栃木県民の皆様に知ってい 
ただくことが重要と考えており、下記の取組みにより、幅広く周知広報に努める 
こととしています。 

（１）栃木県及び市町が発行する広報誌、関係行政機関、関係団体等が発行する 
機関誌、求人情報誌等への掲載依頼 

（２）栃木労働局ホームページへの掲載 
（３）公共機関、公共交通機関等へのポスター、リーフレットの掲示依頼 
（４）栃木県内の関係行政機関及び関係団体等に対する周知依頼 
（５）栃木労働局、各労働基準監督署が開催する説明会における周知 
（６）各公共職業安定所における窓口等でのポスター、リーフレット等の掲示 

 
３ 添付資料 

     別添１ 栃木県特定最低賃金の改定額一覧 
     別添２ 栃木県の最低賃金 
     別添３ 栃木県における最低賃金の推移 
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栃木県特定最低賃金の改定額一覧 
 
 

【改定額発効日 令和元年 12 月 31 日】 

栃木県特定最低賃金の件名 
改 定 額 

( 時 間 額 ) 
引上げ額 

現 行 額 

( 時 間 額 ) 

栃木県塗料製造業最低賃金 963 円 20 円 943 円 

栃木県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械 

器具製造業最低賃金 
910 円 21 円 889 円 

栃木県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、

情報通信機械器具製造業最低賃金 
910 円 21 円 889 円 

栃木県自動車・同附属品製造業最低賃金 917 円 21 円 896 円 

栃木県計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械 

器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学 

機械器具・レンズ製造業、医療用計測器製造業、時計・

同部分品製造業最低賃金 

909 円 20 円 889 円 

栃木県各種商品小売業最低賃金 871 円 21 円 850 円 

 

 別添１ 



別添２ 

 



 

 



新設発効日 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年 元年

671 683 685 697 700 705 718 733 751 775 800 826 853

改正率
　（％）

2.13 1.79 0.29 1.75 0.43 0.71 1.84 2.09 2.46 3.20 3.23 3.25 3.27

19.10.20 20.10.20 21.10.1 22.10.7 23.10.1 24.10.1 25.10.19 26.10.1 27.10.1 28.10.1 29.10.1 30.10.1 元.10.1

823 834 838 846 850 856 865 875 888 904 923 943 963

改正率
　（％）

1.60 1.34 0.48 0.95 0.47 0.71 1.05 1.16 1.49 1.80 2.10 2.17 2.12

19.12.31 20.12.31 21.12.31 22.12.31 23.12.31 24.12.31 25.12.31 26.12.31 27.12.31 28.12.31 29.12.31 30.12.31 元.12.31

768 779 781 789 793 799 809 821 835 851 869 889 910

改正率
　（％）

1.59 1.43 0.26 1.02 0.51 0.76 1.25 1.48 1.71 1.92 2.12 2.30 2.36

19.12.31 20.12.31 21.12.31 22.12.31 23.12.31 24.12.31 25.12.31 26.12.31 27.12.31 28.12.31 29.12.31 30.12.31 元.12.31

768 779 782 789 793 799 809 822 836 851 869 889 910

改正率
　（％）

1.59 1.43 0.39 0.90 0.51 0.76 1.25 1.61 1.70 1.79 2.12 2.30 2.36

19.12.31 20.12.31 21.12.31 22.12.31 23.12.31 24.12.31 25.12.31 26.12.31 27.12.31 28.12.31 29.12.31 30.12.31 元.12.31

769 782 785 793 797 802 812 825 840 856 875 896 917

改正率
　（％）

1.59 1.69 0.38 1.02 0.50 0.63 1.25 1.60 1.82 1.90 2.22 2.40 2.34

19.12.31 20.12.31 21.12.31 22.12.31 23.12.31 24.12.31 25.12.31 26.12.31 27.12.31 28.12.31 29.12.31 30.12.31 元.12.31

768 779 781 789 793 799 809 821 835 851 869 889 909

改正率
　（％）

1.59 1.43 0.26 1.02 0.51 0.76 1.25 1.48 1.71 1.92 2.12 2.30 2.25

19.12.31 20.12.31 21.12.31 22.12.31 23.12.31 24.12.31 25.12.31 26.12.31 27.12.31 28.12.31 29.12.31 30.12.31 元.12.31

741 748 750 755 758 763 773 786 800 817 837 850 871

改正率
　（％）

1.09 0.94 0.27 0.67 0.40 0.66 1.31 1.68 1.78 2.13 2.45 1.55 2.47

19.12.31 20.12.31 21.12.31 22.12.31 23.12.31 24.12.31 25.12.31 26.12.31 27.12.31 28.12.31 29.12.31 30.12.31 元.12.31

栃木県における最低賃金の推移　　　　　　　　別添３

最低賃金の種類

栃木県最低賃金 47.5.15

時間額
　（円）

発効日

栃
　
木
　
県
　
特
　
定
　
最
 
低
 
賃
 
金

塗料製造業 4.12.31

時間額
　（円）

発効日

はん用機械器具、生
産用機械器具、業務
用機械器具製造業

2.2.10

時間額
　（円）

発効日

電子部品・デバイ
ス・電子回路、電気
機械器具、情報通信
機械器具製造業

63.12.21

時間額
　（円）

発効日

自動車・同附属品製
造業

2.2.10

時間額
　（円）

発効日

計量器・測定器・分
析機器・試験機・測
量機械器具製造業、
医療用機械器具・医
療用品製造業、光学
機械器具・レンズ製
造業、医療用計測器
製造業、時計・同部
分品製造業

63.12.21

時間額
　（円）

発効日

各種商品小売業 2.5.24

時間額
　（円）

発効日


